
令和８年度 学校経営方針 

船橋希望学舎 世田谷区立希望丘小学校 

校 長 野々村 剛 

１ 世田谷区の重点施策 

  〇「キャリア未来デザイン教育」「せたがや探究的な学び」の推進 

    急激に変化する社会の中で、子ども一人一人が社会の担い手として自らが課題に向き合い、

判断して行動し、それぞれが思い描く未来を実現できる人材を育成する。 

  〇インクルーシブ教育の推進 （誰もが自分らしく学校生活を送る） 

  〇高学年における教科担任制の導入（教科を分担することで授業の質を高める） 

  〇教育の質を高める働き方改革の推進（教員と子どもたちの余白を作り出す） 

  〇地域運営学校の新体制の発足（地域全体で子どもたちの学びと育ちを支える） 

 

２ 本校の教育目標 

  〇たくましく がんばりのきく 子ども（心身の健康、苦難に負けない心） 

  ◎よく考え くふうする 子ども（探求心をもって、主体的に学ぶ姿勢） 

  〇心の美しい 子ども（親切、思いやり、言葉、礼儀） 

  〇仲よく 協力し合う 子ども（自己有用感、人に尽くす喜び） 

 

３ 基本理念 「子どもの可能性を信じ、信頼・笑顔・温もりを大切にする学校」 

   「信頼」・・・子どもへのリスペクト、確かな授業力、誠実な対応、サービス精神を大切に。 

   「笑顔」・・・子どもの心を開き、つかむのは力ではなく、教師の笑顔である。 

  ◎「温もり」・・親切・思いやり、安心感、フォローアーシップがあって人は育つ。 

        血の通った人間同士の交流・つながりを蔑ろにしない。ここが根本であり、一切

の教育活動の土台となることを忘れてはならない。 

 

４ 目指す学校像 

 （１）楽しい学校 ～学習指導を通して 

   〇「教師は授業で勝負」一人一人の成長、習熟に責任をもつ。 

   〇「分かった、できた、楽しい」授業の実践 

   〇「本当の楽しさ」は努力が実り、成長を実感できた時に味わえる。 

 

 （２）安全で安心して過ごせる学校 ～生活指導を通して 

   〇集団生活のきまり、学習規律、生活のマナーをしっかりと身に付けさせる。 

   〇温かい言葉、爽やかな挨拶、親切な態度の励行 

   〇いじめを許さない体制づくり、職員の人権意識の向上 

 

 （３）温かい学校 ～特別活動を通して 

   〇希望っ子班活動を軸に異学年交流を推進し、全校児童が家族のような絆を深める。 

   〇各学校行事を通して、創り上げる喜びと達成感を味わう。 

〇一人一人の自己有用感が高められ、安心して過ごせる温かい学級集団を作る。 

 



 （４）きれいな学校 

   〇「環境は人をつくる」教室、廊下、掲示物の整備を徹底する。 

   〇子供たちは五感を通して学び、美しい心を育む。 

   〇煩雑で不衛生な環境は事故やケガのもとになる。 

 

 （５）信頼される学校 

   〇保護者に寄り添い、誠実かつ丁寧な保護者対応に徹する。 

   〇公平かつ責任感あふれる対応。 

   〇こまめな情報発信と丁寧な説明、迅速かつ正確な連絡報告 

   〇教育公務員としての自覚をもち常識豊かな態度で職務に当たる。「教師である前に一人の

社会人たれ」 

 

４ 指導の重点 

 （１）豊かな知力の育成  

  〇校内研究（国語科指導）の充実、学校内外の研修参加、交換授業による教材研究の充実等を

通して「探求的な学び」の実現に向けた授業改善に日々取り組む。 

  〇タブレット端末（文房具）を効果的に使いこなすスキルを習得し、活用した対話的な学び、

個別最適な学びの実現を図る。 

  〇操作活動、体験的な学習を通して実感を伴いながら学習内容を身に付ける。 

  〇既習事項を着実に積み上げ、系統的な指導を行う。 

  〇基礎基本の確実な定着を図る。毎回の授業での見取り、評価を積み重ね、東京ベーシックド

リルの結果を丁寧に分析し正確に課題を把握する。日常の小テスト及びノート指導を基に児

童の習熟度を正確かつ詳細に把握し、必要な場合には補修を行う。 

  〇読書活動の充実を目指すと共に、適切な言語環境を整え豊かな心情を培う。 

 

 （２）豊かな人間性の育成 

〇温かく、美しい言葉遣いの指導、挨拶の励行に取り組む。生活スタンダードに言葉遣いの項

目を定め、実践と振り返りをしながら定着を図る。常に相手の立場に立って判断し行動でき

る心情を醸成する。 

〇相手の話を真剣に聞く態度を育てる。 

◎いじめの防止 道徳授業をはじめ、全教育活動を通して人権尊重の精神を培う。多様性の理

解、協働することの価値を教え、助け合いの精神を浸透させる。また全職員がアンテナを高

く張り、いじめの実態把握、未然防止、早期完全解決、いじめ防止委員会による点検・見守

りに努め、「学校として一人の子どもを守り抜く」体制を構築する。 

 ・学校生活アンケートの実施（年３回）による実態把握と教育委員会への報告 

 ・いじめ防止対策委員会、学年主任会による組織的な対応 

 ・スクールカウンセラーの巡回、相談による SOS のキャッチ、迅速な対応、解決に努める。 

  

（３）健やかな身体の育成 

〇体力調査の結果を詳細に分析し、児童の課題を明確にし、体育の指導、スポーツ等で重点的

に取り組む。 

〇全校児童が一日に一回は体を動かす機会がもてるよう、校庭、体育館の使用時間を調整して



確保する。 

〇保健指導、保健だよりの発行、委員会活動、学校保健委員会の開催等あらゆる機会を通して、

望ましい生活習慣について共有し、課題解決を図る。 

〇給食指導の充実に努める ～食の充実が丈夫な体を作り、感謝の心を育む。人と人をつなぐ 

 ・世田谷区アレルギー対応に則った確実な対応の徹底 

 ・安全でおいしい給食の提供 

  

（４）特別支援教育の充実 

〇特別支援教室の組織的な運営（すまいる教員と担任、保護者、三者の密な連携）個の目標、

ねらいを明確にして指導方針の共有を図る。児童の成長、課題解決をど真ん中に置き、戦

略的な校内委員会を実施する。 

〇関係諸機関と連携し、児童にとって最も必要かつ適切な学習環境を整える。 

〇個別指導計画を基に学習の成果を丁寧に振り返りながら、担任、すまいるルーム教員が一

体となって個に応じた指導、支援に取り組む。 

 

（５）指導体制の充実と環境づくり 

  〇学年団の構築  

   ・学年主任を中心に団結し、学年の担任全員が学年の全ての児童を見る体制を作る。 

・教員がそれぞれの特性・専門性を十分に発揮し、教材研究を充実させ、質の高い授業を

行う。緊急時には学年単位で対応に当たる。 

  〇授業力の向上 

   ・校内研究（国語）を通して、教科指導の基本を学び、授業力の向上を図る。 

・世小研、都小研等、研究の場に積極的に参画し、研鑽の成果を校内で共有する。 

  〇安心・安全な温かい学級集団作り 

   ・確かな児童理解、必要な配慮の充実（QUの活用、SCとの連携） 

   ・いじめの未然防止、責任ある対応、解決 

   ・教員による不適切な指導、高圧的な指導、暴言、体罰の根絶 

   ・子供の話を聞く（力づくの指導ではなく、納得と共感を大切にする） 

   ・一人一人をしっかり見る。困っている子、悩んでいる子を見逃さない。 

５ 学校運営の基本姿勢について 

（１）服務の厳正に努める 

    教育公務員には教育を通じて国民全体に奉仕する職務と、その責任の特殊性に基づき厳し

い義務が課せられることを自覚する。（職務上の義務、身分上の義務）全ての職員は法令を遵

守し、自らの行為が児童の成長に大きな影響を与えるという職責の重要性を常に念頭に置き、

全体の奉仕者としての誇りと責任をもって職務を全うし、児童、保護者、区民、都民の期待

に全力で応えるよう努める。 

   ＜重点目標＞ 〇個人情報の適切な管理  ◎体罰、不適切な指導の根絶 

 

（２）人権感覚を磨く 

〇日常の丁寧で行き届いた連絡、相談、指導を大切に。 

〇児童理解が出発であり、到達である。思い込みや頭ごなしに決めつけず、一人一人に寄り添

った指導を。 



〇日頃から児童、保護者、地域住民と信頼関係を築いておく。（頼られる存在を目指す） 

〇問題行動に対する指導の際も、子どもの人格・人権に十分配慮をする。先入観、偏見や公平

性を欠く指導は根底から信頼を失う。 

〇指導は心の変化が感じられるように。感情的に怒らず、丁寧な言葉で落ち着いて叱る。怒る

と叱るは違う。 

〇ほめて伸ばすが基本。ダメ出しではなく、励ましを。急がば回れ。 

（３）対応の姿勢について 

〇ひとりで抱え込まない。（迷惑と思わずに、指導はみんなで。報連相がしっかりできているチ

ームは崩れない。） 

〇指導、対処は迅速に。（その日のうちにできることはその日のうちに。時は金なり） 

〇教師の勘を大切に。（「あれっ？」「何だ？」は必ず何かある。） 

〇根拠のない「大丈夫だろう。」が危機の始まり。 

〇指導や電話連絡の前に、十分な事実確認を。（予測で話すと、大きなトラブルのもとに。） 

〇虐待の疑いのある場合には、すぐに管理職に報告し、外部機関と連携して対応する。 

 

（４）生活指導について 

〇詰めの甘い指導にならないこと。完結を見届け、経過報告を忘れない。 

〇指導を人任せにしない。自分と子どもとの関係できちんと向き合い、根気よく指導をし抜く。

罰則で縛るのではなく、その価値に気付かせること。納得と共感が大切。 

〇暴力、人の心を傷付ける言動に対しては毅然と指導する。 

 

（５）学習指導について 

〇授業にはしっかりと準備をし、思いをもって臨む。（指導事項、発問、時間、工夫） 

〇一人一人の習熟状況を常に把握し、必要な手立てを講じる。 

〇児童の声を大切にし、生かす。 

〇小まめな励ましを。（ノート指導、肉筆のメッセージ等） 

 

（６）保護者、地域に対して 

〇相談、要望に真摯に耳を傾け、誠実に対応する。（聞くことが信頼への第一歩） 

〇保護者の信頼を得れば子どもが変わる。子どもが変われば保護者の信頼を得る。 

〇課題だけでなく、良いことほど、積極的に伝える。 

〇電話では真意は伝わりにくい。大切なことは直接顔を見て話す。 

  〇児童の学習、学校行事の様子をこまめに発信し、家庭との共有を図る。信頼関係、協力関係

を構築する。（学級通信、HP等） 

 

（７）地域との連携について 

  〇学校運営協議会を基本に、保護者、地域からの声を真摯に受け止め、絶えず学校運営の工夫

改善に努める。 

  〇PTA,希望丘スタディ、子どもぶんか村、学校安全ボランティア、遊び場解放委員会、避難所

運営委員会との協力関係を強化し、児童の安全確保、成長に資する環境づくりに貢献する。 


